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★「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準における滋賀県の現在の「地域

の感染レベル」が「レベル２」に引き上げられました。（令和４年１月１５日（土）～） 
 

＜地域の感染レベルが「レベル２」の場合のお願い＞ 

家庭での毎朝の健康観察（検温や症状の確認）については、児童生徒等本人のみならず、同

居のご家族についてもご協力をお願いいたします。（「家庭での健康観察表」への記録もお願いします。） 

健康観察の結果、児童生徒等本人に発熱・かぜ症状がある場合に加えて、同居のご家族に発

熱・かぜ症状がみられる場合も登校をお控えください。 

なお、この場合は「欠席」とせず、「出席停止」の扱いとします。 
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＊「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準では、地域の感染レベルが「レベル２（感染拡大

局面）」の場合は、感染対策を講じてもなお感染リスクの高い次の学習活動を中止することになっ

ています。（※実施する場合は、近距離での活動とならないよう、身体的距離の確保、換気等の感染対策を講じます。） 

 

★各教科に共通する活動として、「児童が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」お

よび「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

★理科における「児童が近距離で活動する実験や観察」 

★音楽科における室内の近距離で行う「合唱、リコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」 

★図画工作科における「児童同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

★家庭科における「児童同士が近距離で活動する調理実習」 

★体育科における「児童が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」  

 

地域の感染レベルが「レベル３」では中止。 

「レベル２（感染収束局面）」においては感染リスクの低い活動から徐々に実施。 
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